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2023 年 6 月 30 日 

 

投資家の皆様へ 

 

ファイブスター投信投資顧問株式会社 

 

 

投資信託約款の変更に関するお知らせ 

 

 

 当社は、｢ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド（DC 向け）｣及び「ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日

本株戦略マザーファンド」の投資信託約款を変更することとなりましたので、以下に詳細をお知

らせいたします。 

 

 

記 

 

 

1. 変更の内容 

 現在ご投資いただいております「ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド（DC 向け）」（以下、

｢当ファンド｣といいます。）が組み入れている「ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略マザーファンド」

につきまして、2024 年 1 月 1 日以降の NISA 成長投資枠（特定非課税管理勘定）の対象となる

べく要件に沿った表記に改めるため、約款におけるデリバティブ使用用途について所定の変更

を行います。これに伴い、当ファンドの約款についても整合を図るため、同様の表記に改めるも

のです。 

 

2. 書面決議の手続き等 

 上記変更につきましては、当ファンドの商品としての基本的な性格を変更させるものではな

く、「投資信託及び投資法人に関する法律」に規定される重大な約款変更には該当しないため、

書面決議は行いません。 

 

3. 投資信託約款の変更適用日 

  2023 年 7 月 26 日付けで、別紙の新旧対照表のとおり変更いたします。 

 

※交付・請求目論見書、販売用資料、月報、運用報告書等につきましては、約款変更の適用日 

 以降に更新するものから、順次対応いたします。 
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投資信託約款の新旧対照表 

「ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド（DC向け）」 

 

変更日：2023 年 7 月 26 日適用 

新 旧 

－運用の基本方針－ 

２．運用方法 

（３）投資制限 

①～⑨ （略） 

⑩ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金

利変動リスクおよび為替変動リスクを回避す

る目的ならびに投資対象資産を保全する目的

以外には利用しません。 

 

⑪～⑫ （略） 

 

 

（中略） 

 

追加型証券投資信託 

ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド 

（ＤＣ向け） 

信託約款 

 

【先物取引等の運用指図】 

第 23 条 委託者は、価格変動リスクを回避

するため、わが国の金融商品取引所における

有価証券先物取引（金融商品取引法第 28 条

第８項第３号イに掲げるものをいいます。）、

有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第

28 条第８項第３号ロに掲げるものをいいま

す。）および有価証券オプション取引（金融

商品取引法第 28 条第３号ハに掲げるものを

いいます。）ならびに外国の金融商品取引所

におけるこれらの取引と類似の取引を行う

ことの指図をすることができます。なお、選

－運用の基本方針－ 

２．運用方法 

（３）投資制限 

①～⑨ （略） 

⑩ 有価証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項に

規定するものに限ります。）についての有価証

券関連デリバティブ取引については、信託財産

が運用対象とする有価証券の価格変動リスク

を回避するためのヘッジ目的に限ります。 

⑪～⑫ （略） 

 

 

（中略） 

 

追加型証券投資信託 

ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略ファンド 

（ＤＣ向け） 

信託約款 

 

【先物取引等の運用指図】 

第 23 条 委託者は、信託財産の効率的な運

用に資するため、および価格変動リスクを

回避するため、わが国の金融商品取引所に

おける有価証券先物取引（金融商品取引法

第 28 条第８項第３号イに掲げるものをいい

ます。）、有価証券指数等先物取引（金融商

品取引法第 28 条第８項第３号ロに掲げるも

のをいいます。）および有価証券オプション

取引（金融商品取引法第 28 条第３号ハに掲

げるものをいいます。）ならびに外国の金融

商品取引所におけるこれらの取引と類似の
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択権取引は、オプション取引に含めるものと

します（以下同じ。）。 

 

②～③略 

 

【スワップ取引の運用指図】 

第 24 条 委託者は、価格変動リスクを回避

するため、異なった通貨、異なった受取金利

または異なった受取金利とその元本を一定

の条件のもとに交換する取引（以下、「スワッ

プ取引」といいます。）を行うことの指図を

することができます。 

 

②～④略 

 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用

指図】 

第 25 条 委託者は、価格変動リスクを回避

するため、金利先渡取引および為替先渡取

引を行うことの指図をすることができま

す。 

 

②～④略 

 

取引を行うことの指図をすることができま

す。なお、選択権取引は、オプション取引

に含めるものとします（以下同じ。）。 

②～③略 

 

【スワップ取引の運用指図】 

第 24 条 委託者は、信託財産の効率的な運用

に資するため、および価格変動リスクを回避す

るため、異なった通貨、異なった受取金利また

は異なった受取金利とその元本を一定の条件

のもとに交換する取引（以下、「スワップ取引」

といいます。）を行うことの指図をすることが

できます。 

②～④略 

 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用

指図】 

第 25 条 委託者は、信託財産の効率的な運

用に資するため、および価格変動リスクを

回避するため、金利先渡取引および為替先

渡取引を行うことの指図をすることができ

ます。 

②～④略 

 

 

下線部は変更部分を示します。 
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投資信託約款の新旧対照表 

「ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略マザーファンド」 

 

変更日：2023 年 7 月 26 日適用 

新 旧 

－運用の基本方針－ 

２．運用方法 

（３）投資制限 

①～⑧ （略） 

⑨ デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利

変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目

的ならびに投資対象資産を保全する目的以外に

は利用しません。 

 

⑩～⑪ （略） 

 

（中略） 

 

親投資信託 

ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略マザーファンド

信託約款 

 

【先物取引等の運用指図】 

第 20 条 委託者は、価格変動リスクを回避する

ため、わが国の金融商品取引所における有価証券

先物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号

イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先

物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ロ

に掲げるものをいいます。）および有価証券オプ

ション取引（金融商品取引法第 28 条第３号ハに

掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商

品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすることができます。なお、選

択権取引は、オプション取引に含めるものとしま

す（以下同じ。）。 

 

②～③略 

－運用の基本方針－ 

２．運用方法 

（３）投資制限 

①～⑧ （略） 

⑨ 有価証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項に規

定するものに限ります。）についての有価証券関

連デリバティブ取引については、信託財産が運用

対象とする有価証券の価格変動リスクを回避す

るためのヘッジ目的に限ります。 

⑩～⑪ （略） 

 

（中略） 

 

親投資信託 

ＭＡＳＡＭＩＴＳＵ日本株戦略マザーファンド

信託約款 

 

【先物取引等の運用指図】 

第 20 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に

資するためおよび価格変動リスクを回避するた

め、わが国の金融商品取引所における有価証券先

物取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号イ

に掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物

取引（金融商品取引法第 28 条第８項第３号ロに

掲げるものをいいます。）および有価証券オプ

ション取引（金融商品取引法第 28 条第３号ハに

掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商

品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を

行うことの指図をすることができます。なお、選

択権取引は、オプション取引に含めるものとしま

す（以下同じ。）。 

②～③略 
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【スワップ取引の運用指図】 

第 21 条 委託者は、価格変動リスクを回避する

ため、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもと

に交換する取引（以下、「スワップ取引」といいま

す。）を行うことの指図をすることができます。 

 

②～④略 

 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 

第 22 条 委託者は、価格変動リスクを回避する

ため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこ

との指図をすることができます。 

 

②～④略 

【スワップ取引の運用指図】 

第 21 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に

資するためおよび価格変動リスクを回避するた

め、異なった通貨、異なった受取金利または異

なった受取金利とその元本を一定の条件のもと

に交換する取引（以下、「スワップ取引」といい

ます。）を行うことの指図をすることができます。

②～④略 

 

【金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図】 

第 22 条 委託者は、信託財産の効率的な運用に

資するためおよび価格変動リスクを回避するた

め、金利先渡取引および為替先渡取引を行うこと

の指図をすることができます。 

②～④略 

 

 

 

下線部は変更部分を示します。 

以上 

 


